
浜田市子どもの居場所創出支援事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第 1 条 この要綱は、子どもの貧困対策の一環として子どもの居場所創出支

援事業を実施する者に対して、その事業に要する費用の一部を補助するこ

とにより、子どもの居場所創出を推進することを目的とし、その補助金の

交付に関しては、浜田市補助金等交付規則（平成 17 年浜田市規則第 56 号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによ

る。 

（補助対象者） 

第 2 条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市長が適当

と認める地域団体、法人又は民間事業者等（市内に事務所又は事業所を有

するものに限る。）とする。 

（補助対象事業） 

第 3 条 補助の対象となる事業は、子どもの居場所づくりの事業であって、

次に掲げるものとする。 

⑴ 新規開設事業 

子どもの居場所を新規に開設する事業 

⑵ 活動拡充事業 

子どもの居場所において新たに事業を追加して実施する事業 

（補助要件） 

第 4 条 補助の対象となる事業要件は、次の各号のいずれにも該当するもの

とする。 

⑴   食事の提供を概ね月 1 回以上定期的に実施すること。 

⑵   1 年以上継続して事業を実施する見込みがあること。 

⑶   18 歳未満の子どもの利用者が総利用者の 3 割以上であること。 

⑷ 18 歳未満の子どもの利用料が無料又は材料費等の実費相当額である

こと。 

⑸ 参加者を幅広く募集し、制限しないこと。 

⑹ 利用者の安全及び衛生の確保並びに個人情報保護のために必要な措

置を講ずること。 

（補助金額等） 

第 5 条 補助対象経費、補助金額及び補助限度額は、別表のとおりとし、補

助金の総額については、予算の範囲内とする。 



（交付申請） 

第 6 条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、浜

田市子どもの居場所創出支援事業補助金交付申請書（様式第 1 号）に次に

掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければ

ならない。 

⑴ 所要額調書 

⑵ 事業計画書 

⑶ 収支予算書 

（交付決定） 

第 7 条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、補助

の可否を決定し、浜田市子どもの居場所創出支援事業補助金交付決定（却

下）通知書（様式第 2 号）により申請者に通知するものとする。 

（変更承認申請） 

第 8 条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、規

則第 9 条第 1 項に規定する事由が生じたときは、浜田市子どもの居場所創

出支援事業変更承認申請書（様式第 3 号）を市長に提出し、あらかじめそ

の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更に

ついては、この限りでない。 

2  前条の規定は、前項の規定による承認をする場合について準用する。 

（実績報告） 

第 9 条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに浜田市子ども

の居場所創出支援事業実績報告書（様式第 4 号）に次に掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

⑴ 精算書 

⑵ 事業実績報告書 

⑶ 収支決算書 

（交付額の確定等） 

第 10 条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、

交付すべき補助金の額を確定し、浜田市子どもの居場所創出支援事業補助

金確定通知書（様式第 5 号）により補助事業者に通知するものとする。 

（交付請求） 

第 11 条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付

する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、補助事業の完了前に補助

金の全部又は一部を交付することができる。 



2  補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、浜田市子ど

もの居場所創出支援事業補助金交付請求書（様式第 6 号）に市長が必要と

認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第 12 条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を

受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補

助金の返還を命ずるものとする。 

（その他） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第 5 条関係） 

事業区分 補助対象経費 補助金額 補助限度額 

新 規 開 設

事業 

次に掲げる経費とする。ただし、 

補助金対象経費を重複して、他の 

補助金等の交付を受けてはなら 

ない。 

⑴ 調理器具、冷蔵庫、家具等

の備品及び食器等の購入に要

する経費 

⑵ 印刷製本費、通信運搬費等

広報に係る経費 

⑶ 食品衛生責任者講習会の受

講に要する経費 

⑷ 調理室、居室等の軽微な修

繕に要する経費 

⑸ その他市長が必要と認める

経費 

補助対象経

費から当該

事業に係る

寄附金その

他の収入額

を控除した

額 

1 補助対象

者 に つ き

500 千円 

活 動 拡 充

事業 

次に掲げる経費とする。ただし、 

補助金対象経費を重複して、他の 

補助金等の交付を受けてはなら 

ない。 

⑴ 新たに事業を追加して実施

するために要する経費 

⑵ 体験活動、レクリエーショ

ン等に使用する用具の購入に

要する経費 

⑶ 印刷製本費、通信運搬費等

広報に係る経費 

⑷   その他市長が必要と認め

る経費 

1 補助対象

者 に つ き

200 千円 

備考 補助金額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた

額とする。 

  



様式第 1 号（第 6 条関係） 

年  月  日 

 

浜田市長     様 

 

申請者 住 所 

氏 名         

（署名又は記名押印） 

電話番号 

 

浜田市子どもの居場所創出支援事業補助金交付申請書 

 

浜田市子どもの居場所創出支援事業補助金の交付を受けたいので、浜田市子

どもの居場所創出支援事業補助金交付要綱第 6 条の規定により申請します。 

 

記 

 

1  補助事業の名称 

 

2  補助金交付申請額         円 

 

3  添付書類 

⑴ 事業計画書 

⑵ 収支予算書 

  



様式第 2 号（第 7 条関係） 

 

指 令 番 号 

年  月  日 

 

        様 

 

浜田市長      印 

 

浜田市子どもの居場所創出支援事業補助金交付決定（却下）通知書 

 

年  月  日付けで申請のありました浜田市子どもの居場所

創出支援事業補助金の交付について、下記のとおり決定（却下）しましたの

で、浜田市子どもの居場所創出支援事業補助金交付要綱第 7 条の規定により

通知します。 

 

記 

 

1  補助事業の名称 

 

2  交付金額              円 

 

3  交付条件 

 

4  交付の時期 

 

（却下理由） 

 

  



様式第 3 号（第 8 条関係） 

年  月  日 

 

浜田市長     様 

 

申請者 

住 所 

氏 名          

（署名又は記名押印） 

 

浜田市子どもの居場所創出支援事業変更承認申請書 

 

年  月  日付け、浜田市指令 第  号をもって、交付決定

のあった浜田市子どもの居場所創出支援事業について、下記のとおり変更し

たいので、浜田市子どもの居場所創出支援事業補助金交付要綱第 8 条第 1 項

の規定により申請します。 

 

記 

 

1  補助事業の名称 

 

2  変更の内容 

 

3  変更の理由 

 

4  変更年月日 

 

5  添付書類 

  



様式第 4 号（第 9 条関係） 

年  月  日 

 

浜田市長     様 

 

住 所 

氏 名          

（署名又は記名押印） 

 

浜田市子どもの居場所創出支援事業実績報告書 

 

年  月  日付け、浜田市指令 第  号をもって、交付決定

のあった浜田市子どもの居場所創出支援事業の実績について、下記のとおり

浜田市子どもの居場所創出支援事業補助金交付要綱第 9条の規定により報告

します。 

 

記 

 

1  補助事業の名称 

 

2  補助事業の実施期間 

 

3  補助金の交付決定額及びその精算額 

 

4  添付書類 

⑴ 精算書 

⑵ 事業実績報告書 

⑶ 収支決算書 

  



様式第 5 号（第 10 条関係） 

 

指 令 番 号 

年  月  日 

 

        様 

 

浜田市長      印 

 

浜田市子どもの居場所創出支援事業補助金確定通知書 

 

年  月  日付けで実績報告のありました浜田市子どもの居

場所創出支援事業補助金について、下記のとおり補助金の額を確定しました

ので、浜田市子どもの居場所創出支援事業補助金交付要綱第 10 条の規定に

より通知します。 

 

記 

 

1  補助事業の名称 

 

2  補助金の交付決定通知額            円 

 

3  補助事業の対象経費の精算額          円 

 

4  補助金の交付確定額               円 

（交付決定通知額）－（交付確定額）        円 

 

  



様式第 6 号（第 11 条関係） 

 

浜田市子どもの居場所創出支援事業補助金交付請求書 

 

 

 

これは、    年  月  日付け浜田市指令 第  号をもって、交

付決定通知（確定通知）のあった補助金 

 

 

 

 

 

浜田市子どもの居場所創出支援事業補助金交付要綱第 11 条第 2 項の規定

により、上記のとおり請求します。 

 

年  月  日 

 

 

浜田市長     様 

 

住所  

            氏名 

（署名又は記名押印） 

補助金の交付については、下記への口座振替を希望します。 

金 融 機 関 名  

同 店 舗 名 本店・本所・支店・支所・出張所・代理店 

預 金 種 目 1 普通  2 当座  3 その他（       ） 

口 座 番 号         

口 座 名 義 人 

フリガナ 

 

 

一 金        円 

内 

訳 

既交付額 円 

今回請求額 円 

未交付額 円 


